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道垣内交差点改良
　工事に係る町道の改良工事

町道改良工事に着手できるのは
　　　平成26年度以降と考えられる（三村町長）

Ａ

Q

現
在
、
道
垣
内
交
差
点
に
お

い
て
改
良
工
事
が
行
わ
れ
て
い

る
が
、
馬
橋
ま
で
の
町
道
は
、

通
勤
と
通
学
が
重
な
り
危
険
な

状
況
に
あ
る
。
工
事
の
完
了
時

期
は
。道

垣
内
交
差
点
か
ら
馬
橋
ま

で
の
町
道
は
道
路
幅
員
も
狭
小

で
、
特
に
朝
の
時
間
帯
は
非
常

に
危
険
な
状
況
に
あ
る
た
め
、

町
で
危
険
告
示
の
看
板
等
を
取

り
付
け
、
注
意
喚
起
を
高
め
る

た
め
の
施
策
を
行
っ
て
き
た
。

工
事
完
了
時
期
に
つ
い
て
、

県
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
用
地

取
得
、
物
件
補
償
契
約
に
つ
い

て
は
、
平
成
25
年
１
月
に
完
了

し
て
い
る
が
、
ア
パ
ー
ト
入
居

者
の
移
転
時
期
、
及
び
建
物
取

り
壊
し
の
時
期
を
考
慮
す
る

と
、
道
垣
内
交
差
点
か
ら
馬
橋

方
面
へ
の
約
70
ｍ
の
区
間
の
町

道
改
良
工
事
に
着
手
で
き
る
の

は
、
平
成
26
年
度
以
降
に
な
る

と
考
え
ら
れ
る
。

山吹富邦議員

市街化調整区域の見直し

今後、市街化区域への編入を検討する
必要があると考えている（上馬場建設部長）
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藤本哲智議員
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出
来
庭
地
区
に
は
、
下
水
道

が
未
整
備
の
箇
所
が
多
く
あ

る
。
都
市
計
画
の
見
直
し
の
時

期
だ
と
思
う
が
、
町
と
し
て
ど

の
よ
う
に
考
え
る
か
。

槙
ケ
迫
交
差
点
付
近
の
南
側

周
辺
は
、
大
規
模
小
売
店
の
参

入
や
町
道
出
来
庭
川
角
中
央
線

の
新
設
な
ど
、
状
況
は
大
き
く

変
化
し
て
い
る
。

現
在
、
こ
の
周
辺
区
域
は
市

街
化
調
整
区
域
と
な
っ
て
い
る

が
、
熊
野
町
都
市
計
画
マ
ス

タ
ー
プ
ラ
ン
で
は
、
道
路
整
備

に
対
応
し
た
市
街
化
対
策
の
検

討
地
区
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ

て
お
り
、
今
後
、
市
街
化
区
域

へ
の
編
入
を
検
討
す
る
必
要
が

あ
る
と
考
え
て
い
る
。

市
街
化
区
域
へ
の
編
入
は
、

県
が
決
定
す
る
﹁
広
島
圏
都
市

計
画
区
域
の
区
域
区
分
の
変

更
﹂
と
な
る
こ
と
か
ら
、
県
の

見
直
し
時
期
に
併
せ
て
、
県
と

も
十
分
協
議
し
推
進
し
て
い
き

た
い
。
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筆の里工房周辺への
　　　　　　 公園整備

筆の里工房隣接の広場や深原地区公園を
利用していただきたい（横山都市整備課長）
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民法正則議員

近
隣
市
町
で
は
、
芝
生
広
場

な
ど
で
１
日
ゆ
っ
く
り
と
過
ご

せ
る
公
園
が
あ
る
。

筆
の
里
工
房
周
辺
へ
公
園
を

整
備
し
て
は
ど
う
か
。

筆
の
里
工
房
周
辺
は
、
熊
野
町

都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
中

で
、
町
内
外
の
人
々
の
交
流
促
進

を
図
る
た
め
、
公
園
・
広
場
等
の

環
境
整
備
を
行
い
、
魅
力
あ
る
交

流
、
観
光
拠
点
づ
く
り
を
推
進
す

る
よ
う
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る

が
、
財
政
的
事
情
、
用
地
確
保
の

必
要
な
ど
に
よ
り
、
早
急
な
整
備

は
困
難
と
考
え
て
い
る
。

筆
の
里
工
房
に
隣
接
す
る
坂
面

大
池
に
は
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
コ
ー
ス

が
あ
り
、
広
場
に
は
親
水
空
間
と

し
て
の
小
川
や
東
屋
な
ど
を
設
け

て
い
る
。
ま
た
、
新
宮
地
区
の
深

原
地
区
公
園
に
も
グ
ラ
ン
ド
や
芝

生
広
場
が
整
備
さ
れ
、
複
合
遊
具

な
ど
を
設
置
し
て
い
る
の
で
利
用

い
た
だ
き
た
い
。
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狭小な馬橋までの町道▶

「笑顔はな咲く健康くまの21」や
 食育推進計画を基に町民の健康づくりに
 取り組む　　（三村町長・平本健康課長）

Ａ

健康日本21とはQ

山野千佳子議員

平
成
24
年
７
月
の
改
正
内

容
、
町
と
し
て
の
策
定
計
画
、

実
施
状
況
等
、
ま
た
、
今
後
の

取
り
組
み
に
つ
い
て
伺
う
。

平
成
25
年
か
ら
の
10
年
計
画

と
し
て
全
部
改
正
が
行
わ
れ
、

国
民
の
健
康
増
進
の
推
進
に
関

す
る
５
つ
の
基
本
的
な
方
向
が

示
さ
れ
て
い
る
。

本
町
で
は
、
平
成
18
年
３
月

に
、町
の
特
性
を
生
か
し
た
﹁
笑

顔
は
な
咲
く
健
康
く
ま
の
21
﹂

を
策
定
し
、
こ
れ
ま
で
健
康
教

育
・
出
前
講
座
・
乳
幼
児
健
診

な
ど
、
様
々
な
事
業
を
実
施
し

て
き
た
。
ま
た
、
国
に
お
い
て

食
育
推
進
計
画
が
策
定
さ
れ
、

本
町
に
お
い
て
も
、
平
成
27
年

度
を
目
標
年
度
と
す
る
食
育
推

進
計
画
﹁
笑
顔
は
な
咲
く
食
育

プ
ラ
ン
﹂
を
策
定
し
た
。

今
後
新
た
な
食
を
め
ぐ
る
課

題
へ
の
対
応
に
も
、
こ
の
﹁
食

育
プ
ラ
ン
﹂
を
基
に
取
り
組
み

を
強
化
し
実
施
し
て
い
き
た

い
。
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建設部門

▲出来庭地区の槙ケ迫交差点付近の南側▲筆の里工房に隣接する広場

（出来庭地区の槙ケ迫交差点南側）

健康増進法に基づき策定された「国民の健康
の増進の総合的な推進を図るための基本的な
方針」は、国民の健康の増進の推進に関する
基本的な方向や、国民の健康の増進の目標に
関する事項等を定めたものである。平成 24
年 7月に本方針が全部改正されている（「健
康日本 21（第２次）」）。


